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「社会を明るくする運動」強調月間にあわせて 

県庁舎等のライトアップを行います！ 

 

県では、犯罪や非行の防止と、過去に法に触れる経験があり適切な手続きを経た人たちの更生につ

いて理解を深め、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くことができるよう、保護司を始めと

した地域ボランティアのみなさまと共に「社会を明るくする運動」を進めています。 

そこで毎年７月を本運動の強調月間とし、これに合わせて県庁舎及び岐阜関ケ原古戦場記念館を本

運動のシンボルカラーである黄色にライトアップします。 

なお、県庁舎のライトアップは、令和５年度から開始し、今回で４回目です。 

 
 

記 

 
 
１ 実施日時      令和８年７月１日（水） ～ ７日（火） １８時～２１時 

 

 

２ ライトアップ施設  岐阜県庁舎（岐阜市薮田南 ２-１-１） 

 

            岐阜関ケ原古戦場記念館（不破郡関ケ原町関ケ原 ８９４-５５） 

 

 

 

 

 

 

〇「社会を明るくする運動」とは 

「社会を明るくする運動」とは、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、過去に法に触れる経

験があり適切な手続きを経た人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合

わせ、新たな被害者も加害者も生まない犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くた

めの法務省主唱の全国的な運動です。令和８年で７６回目を迎えます。 

○シンボルカラー（黄色）について 

当運動のシンボルマークである「ひまわり」の花びらの色が由来です。太陽に向かって真っ直

ぐ咲くひまわりは、立ち直りを信じる運動の趣旨を表しています。 
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